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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中空器官の器官部分をその重積後に接合するための管内吻合装置であって、前記装置は
（ａ）吻合リング、および
（ｂ）それと共に使用するためのクリンプ支持要素
を含み、前記吻合リングは、閉じた略円形を画定し、中央開口を有し、かつ重なり合う端
部を有する、形状記憶合金から形成される一本のワイヤを含み、前記吻合リングは隣接器
官部分を前記クリンプ支持要素に当ててクリンプし、それらの間に吻合をもたらし、
前記吻合リングおよび前記形状記憶合金は、
ｉ）第一のより低い温度のときに可塑または展延状態になり、
ｉｉ）少なくとも第二のより高い温度に達したときに弾性状態になり、
それによって前記吻合リングが第一のより低い温度時に予め選択された構成を維持し、第
二のより高い温度に戻ると弾性クリンプ構成になることを可能にし、そして
管内挿入用の前記クリンプ支持要素は、器官部分を前記支持要素に当ててクリンプするた
めの支持体を提供し、前記クリンプ支持要素は、
ｉ）略円筒形側壁と、
ｉｉ）前記側壁に対し略直角に形成され、それによって前記クリンプ支持要素を画定する
近位端および遠位端壁と、
ｉｉｉ）流れ連通を中にもたらす略軸方向アパーチャと、
ｉｖ）前記クリンプ支持要素を前記吻合リングに隣接して配置して、それらの間における
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中空器官の予め選択された壁部分のクリンプ止めを容易にするために、前記クリンプ支持
要素をクリンプアプリケータ部材に作動係合するためのアタッチメント手段と
を有する管内吻合装置。
【請求項２】
　吻合リングと共に使用するために、重積された器官壁部分を前記吻合リングによってそ
れに当ててクリンプさせて、壁部分の間に吻合をもたらすように構成されたクリンプ支持
要素であって、吻合リングは、中央開口を有する閉じた略円形を画定しかつ重なり合う端
部を有する形状記憶合金から形成された、隣接重積器官壁部分をクリンプして壁部分の間
に吻合をもたらすための一本のワイヤを含み、前記吻合リングおよび前記形状記憶合金は
、
ｉ）第一のより低い温度のときに可塑または展延状態になり、
ｉｉ）少なくとも第二のより高い温度に達したときに弾性状態になり、
それによって前記吻合リングが第一のより低い温度時に予め選択された構成を維持し、第
二のより高い温度に戻ると弾性クリンプ構成になることを可能にし、
前記クリンプ支持要素は
ａ）略円筒形側壁と、
ｂ）前記側壁に対し略直角に形成され、それによって前記クリンプ支持要素を画定する近
位端および遠位端壁と、
ｃ）流れ連通を中にもたらす略軸方向アパーチャと、
ｄ）前記クリンプ支持要素を前記吻合リングに隣接して配置して、それらの間における中
空器官の予め選択された壁部分のクリンプ止めを容易にするために、前記クリンプ支持要
素をクリンプアプリケータ部材に作動係合するためのアタッチメント手段と
を含むクリンプ支持要素。
【請求項３】
　重積された器官壁部分をそれに当ててクリンプさせて、壁部分間に吻合をもたらすよう
に構成されたクリンプ支持要素と共に使用するための吻合リングであって、クリンプ支持
要素は、
ａ）略円筒形側壁と、
ｂ）前記側壁に対し略直角に形成され、それによって側壁と共に前記クリンプ支持要素を
画定する近位端および遠位端壁と、
ｃ）流れ連通を中にもたらす略軸方向アパーチャと、
ｄ）前記クリンプ支持要素を前記吻合リングに隣接して配置して、それらの間における中
空器官の予め選択された壁部分のクリンプ止めを容易にするために、前記クリンプ支持要
素をクリンプアプリケータ部材に作動係合するためのアタッチメント手段と
を含み、前記吻合リングは、
中央開口を有する閉じた略円形を画定しかつ重なり合う端部を有する形状記憶合金から形
成された、隣接重積器官壁部分をクリンプして壁部分の間に吻合をもたらすための一本の
ワイヤを含み、
前記吻合リングおよび前記形状記憶合金は、
ｉ）第一のより低い温度のときに可塑または展延状態になり、
ｉｉ）少なくとも第二のより高い温度に達したときに弾性状態になり、
それにより前記吻合リングは、第一のより低い温度時に予め選択された構成を維持し、第
二のより高い温度に戻ると弾性クリンプ構成になることを可能にする吻合リング。
【請求項４】
　前記吻合リングおよび前記形状記憶合金は、
ａ）第一のより低い温度のときに可塑または展延状態になり、
ｂ）少なくとも第二のより高い温度に達したときに弾性状態になり、
それによって前記吻合リングが第一のより低い温度時に予め選択された構成を維持し、第
二のより高い温度に戻ると弾性クリンプ構成になることを可能にする請求項１記載の管内
吻合装置。
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【請求項５】
　前記吻合リングおよび前記形状記憶合金は、
ａ）第一のより低い温度のときに可塑または展延状態になり、
ｂ）少なくとも第二のより高い温度に達したときに弾性状態になり、
それによって前記吻合リングが第一のより低い温度時に予め選択された構成を維持し、第
二のより高い温度に戻ると弾性クリンプ構成になることを可能にする請求項３記載の吻合
リング。
【請求項６】
　前記一本のワイヤは、
ａ）円形、および
ｂ）楕円形
を含むグループから実質的に選択された断面形状を持って形成され、
それによって前記吻合リングと前記クリンプ支持要素との間で圧着される組織に加えられ
る圧力を制御する請求項１記載の管内吻合装置。
【請求項７】
　前記一本のワイヤは、
ａ）円形、および
ｂ）楕円形
を含むグループから実質的に選択された断面形状を持って形成され、
それによって前記吻合リングと前記クリンプ支持要素との間で圧着される組織に加えられ
る圧力を制御する請求項３記載の吻合リング。
【請求項８】
　前記吻合リングが第二のより高い温度で収縮吻合リングである請求項１記載の管内吻合
装置。
【請求項９】
　前記吻合リングが第二のより高い温度で膨張吻合リングである請求項１記載の管内吻合
装置。
【請求項１０】
　前記吻合リングが第二のより高い温度で膨張吻合リングである請求項２記載の吻合リン
グと共に使用するためのクリンプ支持要素。
【請求項１１】
　前記吻合リングが第二のより高い温度で膨張吻合リングである請求項３記載の吻合リン
グ。
【請求項１２】
　前記クリンプ支持要素が、前記収縮吻合リングを予め定められた位置に保持することを
容易にするために、外面に形成された周方向の凹みを有する請求項１記載の管内吻合装置
。
【請求項１３】
　前記クリンプ支持要素が、前記収縮吻合リングを予め定められた位置に保持することを
容易にするために、外面に形成された周方向の凹みを有する請求項２記載の吻合リングと
共に使用するためのクリンプ支持要素。
【請求項１４】
　前記クリンプ支持要素が、前記膨張吻合リングを予め定められた位置に保持することを
容易にするために、内面に形成された周方向の凹みを有する請求項１記載の管内吻合装置
。
【請求項１５】
　前記クリンプ支持要素が、前記膨張吻合リングを予め定められた位置に保持することを
容易にするために、内面に形成された周方向の凹みを有する請求項２記載の吻合リングと
共に使用するためのクリンプ支持要素。
【請求項１６】
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　前記クリンプ支持要素が、閉じた略螺旋形を画定し、少なくとも一つのコイルを有し、
前記クリンプ支持螺旋体が第二のより高い温度で膨張支持螺旋体になるように、形状記憶
合金から形成された一本のワイヤを含むクリンプ支持螺旋体として構成される請求項１記
載の管内吻合装置。
【請求項１７】
　前記クリンプ支持要素が、閉じた略螺旋形を画定し、少なくとも一つのコイルを有し、
前記クリンプ支持螺旋体が第二のより高い温度で膨張支持螺旋体になるように、形状記憶
合金から形成された一本のワイヤを含むクリンプ支持螺旋体として構成される請求項２記
載の吻合リングと共に使用するためのクリンプ支持要素。
【請求項１８】
　前記一本のワイヤが、円形、方形、および矩形を含む形状のリストから選択された断面
形状を有する請求項１記載の管内吻合装置。
【請求項１９】
　前記一本のワイヤが、円形、方形、および矩形を含む形状のリストから選択された断面
形状を有する請求項２記載の吻合リングと共に使用するためのクリンプ支持要素。
【請求項２０】
　前記近位端および遠位端壁が前記収縮吻合リングを近位端および遠位端壁の間の予め定
められた位置に保持することを容易にするために、少なくとも一つの近位および遠位突耳
をそれぞれ含む請求項１記載の管内吻合装置。
【請求項２１】
　前記近位端および遠位端壁が前記収縮吻合リングを近位端および遠位端壁の間の予め定
められた位置に保持することを容易にするために、少なくとも一つの近位および遠位突耳
をそれぞれ含む請求項２記載の吻合リングと共に使用するためのクリンプ支持要素。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に吻合に関し、さらに詳しくは管内吻合装置に関する。
（用語集）
【０００２】
　吻合（ａｎａｓｔｏｍｏｓｉｓ）：（流れ、血管、または葉脈などの）部分または分枝
を結合してそれらの間を相互連通させること。
【０００３】
　重積（ｉｎｔｕｓｓｕｓｃｅｐｔｉｏｎ）：外部から何かを引き込むこと。特に、腸の
一部分が隣接部分内に滑り込むこと。
【０００４】
　近位：ユーザ寄りに位置すること。
【０００５】
　遠位：（近位と相対的に）ユーザから遠くまたは離れて位置すること。
【背景技術】
【０００６】
　例えば穿孔、出血、炎症、または腫瘍の結果、罹病した結腸または腸の部分の切除を行
い、切断端部の吻合を行うことは、当技術分野で周知である。これは腹腔を切開すること
によって、または腹腔鏡下で行うことができる。しかし、これらの処置に関連付けられる
二つの深刻な問題がある。
【０００７】
　吻合の断裂または腹腔内への漏れの危険性が無く、したがって腹腔のきれいな内部の汚
染を引き起こさないように、吻合の完全性は十分でなければならない。さらに、腸を切開
し、きれいな腹腔を汚染にさらすことは、術後合併症の危険性を高める。過去十年間に吻
合処置には多数の改善があった。
【０００８】
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　「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　ｓｔａｐｌｉｎｇ　ａｐｐａｒａｔｕｓ」と称するギンゴールド
への１９９３年３月３０日の米国特許第５１９７６４８号を参照する。中空管状器官を接
合するための改善された円形吻合外科用ステープリング器具が開示されている。該器具は
、その遠位端のステープル担持アセンブリと、本体の中心に位置する中心長手方向に進退
自在の主軸と、ステープル担持センブリに対向するアンビルとを含む。好適な形態では、
主軸の端には、主軸から半径方向に外向きにアームを偏倚させるばね蝶番を有する、主軸
の上に重なるように配置された複数の半径方向に伸縮自在なアームを備える。該器具はま
た主軸の中空内に第二軸部分をも有し、それはその遠位端に円錐状尖端装置を有する。
【０００９】
　また、「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　ａｎａｓｔｏｍｏｓｉｓ　ｓｔａｐｌｉｎｇ　ｉｎｓｔｒ
ｕｍｅｎｔ　ｗｉｔｈ　ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｓｕｐｐｏｒｔ　ｓｈａｆｔ　ａｎｄ　ａｎ
ｖｉｌ　ａｄｊｕｓｔｉｎｇ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍ」と称するグラントらへの１９９４年
５月１７日の米国特許第５３１２０２４号をも参照する。円形吻合ステープリング用のス
テープリング器具が開示されている。該器具は、支持軸によってアクチュエータハンドル
に可撓式に装着されたステープリングヘッドを含む。支持軸は半径方向に可撓であり、患
者に挿入するのに適している。可撓性支持軸は、任意の湾曲形状構成内で自立するため、
および患者への挿入後にステープラの作動中に撓みに抵抗するために、デュアルコイル構
造を含む。ステープリングヘッドは、ステープル形成動作と組織切断動作とを分離するよ
うに作動可能なドライバアセンブリを含む。アクチュエータハンドルは、外科医による該
器具の操作を容易にするために、ステープルアクチュエータおよびカムフォロワアセンブ
リを含む。アクチュエータハンドルは、アンビルを開閉するためのサムホイールと、アン
ビルギャップを調整するための調整つまみとを含む。また、ステープリングヘッドを可撓
性支持軸に対して枢動させるための制御レバーも設けられている。
【００１０】
　さらに、「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　ａｎｖｉｌ　ｄｅｌｉｖ
ｅｒｙ　ｓｙｓｔｅｍ　ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ」と称するグリーンらへの１９９４年９月４
日の米国特許第５３４４０５９号をも参照する。管状器官用の円形吻合装置用の着脱自在
のアンビルアセンブリが開示されている。これは、遠位端にアンビルヘッドが装着された
アンビルロッドを含む。遠位端部分は、ロッドの軸線に対して約９０度枢動するように適
応される。送達システムは、アンビルアセンブリを手術部位まで送達することを容易にす
る。遠位端の枢動性はアセンブリの横断面プロファイルを低減し、その結果としてアンビ
ルアセンブリの器官内への導入および前進を容易にする。
【００１１】
　加えて、「Ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ　ａｐｐｒｏｘｉｍａｔｉｎｇ　ａｎｄ
　ｔｉｓｓｕｅ　ａｔａｃｈｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ」と称するベスラーらへの１９９５年
５月２日の米国特許第５４１１５０８号を参照すると、操縦可能な腸内視鏡ステープラが
開示されている。該ステープラは、円形ステープリングアンビル面を持つ円形アンビルと
、ステープリング面の半径方向に内側に配置された切断ブロックとを含む。円形ステープ
ラはアンビル表面に対応するアレイ状にステープルを打ち込み、円形切刃は切断ブロック
に対応して動作する。ヘッドアセンブリのレンズに光学的に接続されたハンドピースのス
コープは、ヘッドアセンブリの先を観察するために設けられる。操縦装置はヘッドアセン
ブリを操縦するために設けられる。ハンドピースのアクチベータは、ステープルをアンビ
ルに向かって打ち込むため、および切刃を切断ブロックに向かって推進するためのもので
ある。管状組織端部は、ステープルによって接合され、余分な組織は刃物で切り落とされ
る。
【００１２】
　さらに、「Ａｎｖｉｌ　ｆｏｒ　ｃｉｒｃｕｌａｒ　ｓｔａｐｌｅｒ」と称するギャラ
ガーらへの１９９７年６月１７日の米国特許第５６３９００８号をも参照する。固定具用
のアンビルが開示されている。該アンビルは、アンビルおよび器具の動きを容易にするた
めに、軸に対して枢動する。該アンビルはまた、組織を切断するための改善された表面、
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および使用中にナイフを案内するための傾斜面をも有する。
【００１３】
　腸を切開してきれいな腹腔を露出するのを回避するために、結腸または腸の重積は、体
外的にすなわち体腔の外で切除術を行なって、体腔の汚染を防止することができる。最近
、腸重積部分の重積、吻合、および切除を容易にする開発が行われた。
【００１４】
　「Ｉｎｔｒａｌｕｍｉｎａｌ　ａｎａｓｔｏｍｏｔｉｃ　ｄｅｖｉｃｅ」と称するラボ
らへの２０００年９月１２日の米国特許第６１１７１４８号を参照する。切除された腸の
ための腸重積、吻合、および切断メカニズムが開示されている。該装置は、汚染された管
腔内容物をきれいな腹腔または胸腔にさらすことなく、これらの手順を可能にする。引き
込まれるポストに腸を結び付けることによって、重積が達成される。その後、ステープリ
ングおよび最終的な管腔内切除によって吻合が実行される。
【００１５】
　上記発明の各々は、腸管または腸の接合対象部分を吻合するためにステープリングを利
用する。必然的に腸管内に残り、かつ外科医の最大限の注意にもかかわらず漏れたり破断
するかもしれない、複数のステープルまたは他の接続装置の適用に依存しない手順および
装置を利用することが有利であろう。
【００１６】
　血管などの部位に締付力を付与する外科用固定クリップを提供し、それによってその断
面積を低減することは、当技術分野で周知である。また、加熱されるとそれによって付与
される締付力が増大するように、加熱時に閉じた形状に変形する形状記憶合金から形成さ
れた外科用固定クリップを提供することも周知である。例えば、「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　ｆ
ａｓｔｅｎｉｎｇ　ｃｌｉｐ　ｆｏｒｍｅｄ　ｏｆ　ａ　ｓｈａｐｅ　ｍｅｍｏｒｙ　ａ
ｌｌｏｙ，ａ　ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｍａｋｉｎｇ　ｓｕｃｈ　ａ　ｃｌｉｐ　ａｎｄ　
ａ　ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｕｓｉｎｇ　ｓｕｃｈ　ａ　ｃｌｉｐ」と称するフリードラン
ドへの１９９２年１２月１５日の米国特許第５１７１２５２号は、形状記憶合金から形成
された外科用固定クリップを開示している。そこに開示された装置は、部位の周りにきつ
く閉じる別個の脚を含む。そのような装置は、例えば血管のクランプなど、その用途が限
定され、胃腸管の部分を接合するのには適さない。
【００１７】
　「Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ａｎａｓｔｏｍｏｓｉｎｇ　ｄｉｇｅｓｔｉｖｅ　ｔ
ｒａｃｔ」と称する１９８９年８月９日のフジツカ・タツオへのＥＰ０３２６７５７は、
可溶性支持チューブの周りに配置された複数のＵ字形保持クリップを含む、消化管を吻合
するための装置を開示している。チューブは接合される消化管の部分の内側に配置され、
外溝を含み、その周りにＵ字形保持クリップが配置される。保持クリップは形状記憶合金
から作られるので、その開端は予め定められた温度で閉じ、こうして消化管の端が接合さ
れる。消化管の端が接合された後、チューブは溶解される。そのような装置は、その使用
には複数のクリップを同時に適切に配置することが要求されるので、不都合である。また
、消化管の複数の部位が複数のクリップによって接合されるため、結果的に得られる接合
が平滑になる保証は無い。
【００１８】
　「Ｍｅｔｈｏｄ　Ｏｆ　Ｍａｋｉｎｇ　Ａｎａｓｔｏｍｏｓｅｓ」と称するマカロフら
への１９８５年１０月２３日のＳＵ１１８６１９９は、胃腸管の器官のような中空器官の
部分を接合するために使用される、二つの平行なコイルから成る記憶合金クリップを開示
している。接合される器官の部分は位置合わせされ、プラスチックコイルの各々が当該部
分の一つの壁に形成された穿孔内に導入される。コイルの配置は、コイルが加熱されたと
きにそれらの間の位置合わせされた壁を圧着し、こうして壁の当該部分が相互に隣接する
コイルのループ内に保持された状態に維持されるように行われる。その後、二つの器官部
分の間に通路を形成するために、コイルのループ内に保持された壁の部分に切開が行われ
る。次いで器官の壁の穿孔を、断続的外科縫合により、外科的に縫い閉じなければならな
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い。
【００１９】
　公知の記憶合金クリップの主な不利点は、接合部の周長の約８０～８５％しか圧着でき
ず、したがって追加の手動縫合が必要なことであり、それは治癒期間中の接合部の封着お
よび術後期間中のその弾力性を低下させる。また、この追加縫合は、クリップの一部分を
含む接合部をまたいで実行しなければならず、それによって器官部分の封着および吻合が
難しくなるので問題が多い。さらに、先行技術に係るクリップは、クリップによって接合
された二つの器官部分の間に通路を形成するために、いったん配置された後で、さらなる
外科処置すなわち組織の切開を実行する必要がある。
【００２０】
　今、「Ｓｕｒｇｉｃａｌ　ｃｌｉｐ」についてのモナセビッチらへの２００２年６月１
１日の米国特許第６４０２７６５号を参照すると、そこには外科用クリップおよび胃腸管
を吻合するための方法が開示されている。該クリップは少なくとも部分的に形状記憶合金
から形成され、該クリップは、中心開口を有する閉じた幾何学的形状を画定する第一ワイ
ヤと、構成および大きさが第一ワイヤと同様の閉じた幾何学的形状を画定する第二ワイヤ
であって、第一および第二ワイヤが横に並べて位置合わせ状態に配置されたときに完全な
重なるように構成された第二ワイヤと、第一ワイヤと第二ワイヤとの間に位置し形状記憶
合金から形成された中間部分と、第一ワイヤに関連付けられる切断要素と、第二ワイヤに
関連付けられ切断要素と切断係合するように構成されたカウンタ要素とを含み、ここで第
一温度以上のときに、第一および第二ワイヤが横に並んで閉じた位置に配置され、形状記
憶合金は弾性状態にあり、さらに、第一温度より低い第二温度以下のときに形状記憶合金
は可塑状態にあり、それによって第一および第二ワイヤを離れた位置に移動させてそこに
維持することが可能であり、クリップを少なくとも第一温度に等しい温度まで加熱すると
、第一および第二ワイヤが横に並んで閉じた位置に戻り、それによってそれらの間に位置
する組織に圧縮力が加えられる。
【００２１】
　さらに、上で参照した米国特許第６４０２７６５号の同時係属一部継続出願である、「
Ｓｕｒｇｉｃａｌ　ｃｌｉｐ　ａｐｐｌｉｃａｔｏｒ　ｄｅｖｉｃｅ」について２００２
年５月３０日に出願された米国特許出願第１０／１５８６７３号を参照すると、外科用ク
リップを適用するための吻合クリップアプリケータ装置が開示されている。該外科用クリ
ップは少なくとも部分的に形状記憶合金から形成され、隣接中空器官部分の隣接壁部分を
一緒に押圧して、それらの間の吻合をもたらす。アプリケータ装置は、外科用クリップを
把持するための把持装置と、把持装置に関連付けられる解放機構と、把持装置に作動的に
関連付けられる組織切断装置とを含む。また、外科用クリップを隣接中空器官部分内に導
入し適用して、外科用クリップが中空器官部分の隣接壁を一緒に圧着し、その後、隣接す
る一緒に押圧された器官壁を切断装置に穿孔させて中空器官の接合部分に開通性をもたら
すように、把持装置、解放機構、および切断装置を作動させるための装置をも含む。
【００２２】
　上述した米国特許第６４０２７６５号および米国特許出願第１０／１５８６７３号にそ
れぞれ記載されている外科用クリップおよび吻合クリップアプリケータ装置は、吻合クリ
ップアプリケータ装置を利用して、一対の隣接する中空器官部分の側壁に形成されたアパ
ーチャに挿通するための記憶合金クリップに関する。中空器官へのアクセスは一般的に管
外的であり、つまり開放性手術または腹腔鏡手順によって達成され、その間に器官部分へ
のアクセスは結果的に、腹腔を切除された器官からの汚染にさらす危険性をもたらす。さ
らに、吻合の性質上、器官部分の接合は隣接する側壁を介してもたらされるが、一列に並
んだ切除端に形成され、こうして特に吻合隣接器官部分における流動の抵抗または低下の
可能性を回避する接合が、一般的に好ましい。
【００２３】
　したがって、接合される器官部分の間の接合部のほぼ全周長の圧着を容易にし、追加の
手動縫合の必要性を取り除き、かつ治癒期間中の接合部の平滑な封着および術後期間中の
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その弾力性を確実にする外科用装置が求められている。加えて、いったん配置された後、
器官にさらなる手術を実行する必要なく、接合された二つの器官部分の間にきれいな直通
通路を形成することを可能にする外科用装置が求められている。
【発明の開示】
【００２４】
　本発明は、例えば腫瘍、炎症、潰瘍、または他の外傷がある器官部分の切除に続いて、
腹腔をそのような中空器官内に一般的に存在する汚染物質に暴露することなく、重積によ
って中空器官を管内吻合するための装置を提供することを目的とする。そのような手順は
、重積、吻合、および切除のための要素を含む装置により促進される。罹病器官部分は除
去され、切断端は、腹腔を例えば腸管汚染物質に暴露することなく、形状記憶合金から形
成された吻合リングおよびクリンプ支持要素を使用して一緒にクリンプされる。代替的に
、管内吻合は同様に、器官部分の開放性切除手術の後に達成することができる。胃腸管の
初期貫通性は、両方の手順後にすぐに形成される。吻合リングおよびクリンプ支持要素は
その後、吻合が完了したときに器官から分離され、腸管を通過する。
【００２５】
　本発明の好適な実施形態では、中空器官の器官壁部分をその重積後に接合するための管
内吻合装置を提供する。該装置は吻合リングおよびそれと共に使用するためのクリンプ支
持要素を含み、吻合リングは、閉じた略円形を画定し、中央開口を有し、かつ重なり合う
端部を有する、形状記憶合金から形成される一本のワイヤを含み、吻合リングは隣接器官
部分をクリンプ支持要素に当ててクリンプし、それらの間に吻合をもたらすことに備えら
れる。吻合リングおよび形状記憶合金は、第一のより低い温度のときに可塑または展延状
態になり、少なくとも第二のより高い温度に達したときに弾性状態になる。これは、吻合
リングが第一のより低い温度時に予め選択された構成を維持し、第二のより高い温度に戻
ると弾性クリンプ構成になることを可能にする。さらに、管内挿入用のクリンプ支持要素
は、器官部分を支持要素に当ててクリンプするための支持体を提供する。クリンプ支持要
素は略円筒形側壁と、側壁に対し略直角に形成され、それによってクリンプ支持要素を画
定する近位端および遠位端壁と、流れ連通を中にもたらす略軸方向アパーチャと、クリン
プ支持要素を吻合リングに隣接して配置して、それらの間における中空器官の予め選択さ
れた壁部分のクリンプ止めを容易にするために、クリンプ支持要素をクリンプアプリケー
タ部材に作動係合するためのアタッチメント手段とを有する。
【００２６】
　また、本発明の好適な実施形態では、吻合リングと共に使用するために、重積された器
官壁部分を吻合リングによってそれに当ててクリンプさせて、壁部分の間に吻合をもたら
すように構成されたクリンプ支持要素を提供する。吻合リングは、中央開口を有する閉じ
た略円形を画定しかつ重なり合う端部を有する形状記憶合金から形成された、隣接重積器
官壁部分をクリンプして壁部分の間に吻合をもたらすための一本のワイヤを含む。吻合リ
ングおよび形状記憶合金は、第一のより低い温度のときに可塑または展延状態になり、少
なくとも第二のより高い温度に達したときに弾性状態になり、それによって吻合リングが
第一のより低い温度時に予め選択された構成を維持し、第二のより高い温度に戻ると弾性
クリンプ構成になることを可能にする。クリンプ支持要素は略円筒形側壁と、側壁に対し
略直角に形成され、それによってクリンプ支持要素を画定する近位端および遠位端壁と、
流れ連通を中にもたらす略軸方向アパーチャと、クリンプ支持要素を吻合リングに隣接し
て配置して、それらの間における中空器官の予め選択された壁部分のクリンプ止めを容易
にするために、クリンプ支持要素をクリンプアプリケータ部材に作動係合するためのアタ
ッチメント手段とを含む。
【００２７】
　さらに、本発明の好適な実施形態では、重積された器官壁部分をそれに当ててクリンプ
させて、壁部分間に吻合をもたらすように構成されたクリンプ支持要素と共に使用するた
めの吻合リングを提供する。クリンプ支持要素は、略円筒形側壁と、側壁に対し略直角に
形成され、それによって側壁と共にクリンプ支持要素を画定する近位端および遠位端壁と
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、流れ連通を中にもたらす略軸方向アパーチャと、クリンプ支持要素を吻合リングに隣接
して配置して、それらの間における中空器官の予め選択された壁部分のクリンプ止めを容
易にするために、クリンプ支持要素をクリンプアプリケータ部材に作動係合するためのア
タッチメント手段とを含む。吻合リングは、中央開口を有する閉じた略円形を画定しかつ
重なり合う端部を有する形状記憶合金から形成された、隣接重積器官壁部分をクリンプし
て壁部分の間に吻合をもたらすための一本のワイヤを含む。吻合リングおよび形状記憶合
金は、第一のより低い温度のときに可塑または展延状態になり、少なくとも第二のより高
い温度に達したときに弾性状態になる。吻合リングはそれによって、第一のより低い温度
時に予め選択された構成を維持し、第二のより高い温度に戻ると弾性クリンプ構成になる
ことを可能にする。
【００２８】
　本発明の第一実施形態では、管内吻合装置は、第一のより低い温度のときに可塑または
展延状態になり、少なくとも第二のより高い温度に達したときに弾性状態になり、それに
よって吻合リングが第一のより低い温度時に予め選択された構成を維持し、第二のより高
い温度に戻ると弾性クリンプ構成になることを可能にする、吻合リングおよび形状記憶合
金を含む。
【００２９】
　本発明の第二実施形態では、吻合リングおよび形状記憶合金は、第一のより低い温度の
ときに可塑または展延状態になり、少なくとも第二のより高い温度に達したときに弾性状
態になり、それによって吻合リングが第一のより低い温度時に予め選択された構成を維持
し、第二のより高い温度に戻ると弾性クリンプ構成になることを可能にする。
【００３０】
　本発明の第三実施形態では、一本のワイヤを含む管内吻合装置は、円形および楕円形を
含むグループから実質的に選択された断面形状を持って形成され、それによって吻合リン
グとクリンプ支持要素との間で圧着される組織に加えられる圧力を制御する。
【００３１】
　本発明の第四実施形態では、一本のワイヤを含む吻合リングは、円形および楕円形を含
むグループから実質的に選択された断面形状を持って形成され、それによって吻合リング
とクリンプ支持要素との間で圧着される組織に加えられる圧力を制御する。
【００３２】
　本発明の第五実施形態では、管内吻合装置は、第二のより高い温度で収縮吻合リングで
あるか又は、第二のより高い温度で膨張吻合リングである吻合リングを含む。
【００３３】
　本発明の第六実施形態では、吻合リングは、第二のより高い温度では収縮吻合リングで
あるか又は、第二のより高い温度で膨張吻合リングである。
【００３４】
　本発明の第七実施形態では、管内吻合装置は、収縮吻合リングを予め定められた位置に
保持することを容易にするために、外面に形成された周方向の凹みを有するクリンプ支持
要素を含む。
【００３５】
　本発明の第八実施形態では、吻合リングと共に使用するために、クリンプ支持要素は、
収縮吻合リングを予め定められた位置に保持することを容易にするために、外面に形成さ
れた周方向の凹みを有する。
【００３６】
　本発明の第九実施形態では、管内吻合装置は、膨張吻合リングを予め定められた位置に
保持することを容易にするために、内面に形成された周方向の凹みを有するクリンプ支持
要素を含む。
【００３７】
　本発明の第十実施形態では、吻合リングと共に使用するために、クリンプ支持要素は、
膨張吻合リングを予め定められた位置に保持することを容易にするために、内面に形成さ
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れた周方向の凹みを有する。
【００３８】
　本発明の第十一実施形態では、管内吻合装置は、閉じた略螺旋形を画定し、少なくとも
一つのコイルを有し、クリンプ支持螺旋体が第二のより高い温度で膨張支持螺旋体になる
ように、形状記憶合金から形成された一本のワイヤを含むクリンプ支持螺旋体として構成
されたクリンプ支持要素を含む。
【００３９】
　本発明の第十二実施形態では、吻合リングと共に使用するために、クリンプ支持要素は
、閉じた略螺旋形を画定し、少なくとも一つのコイルを有し、クリンプ支持螺旋体が第二
のより高い温度で膨張支持螺旋体になるように、形状記憶合金から形成された一本のワイ
ヤを含むクリンプ支持螺旋体として構成される。
【００４０】
　本発明の第十二実施形態の変形では、管内吻合装置は、円形、方形、および矩形を含む
形状のリストから選択された断面形状を有する一本のワイヤを含む。
【００４１】
　本発明の第十三実施形態の変形では、吻合リングと共に使用するために、クリンプ支持
要素は、円形、方形、および矩形を含む形状のリストから選択された断面形状を有する一
本のワイヤを含む。
【００４２】
　本発明の第十四実施形態では、管内吻合装置は、収縮吻合リングを近位端および遠位端
壁の間の予め定められた位置に保持することを容易にするために、一つまたはそれ以上の
近位および遠位突耳をそれぞれ含む近位端および遠位端壁を含む。
【００４３】
　本発明の第十五実施形態では、吻合リングと共に使用するために、クリンプ支持要素は
、収縮吻合リングを近位端および遠位端壁の間の予め定められた位置に保持することを容
易にするために、一つまたはそれ以上の近位および遠位突耳をそれぞれ含む近位端および
遠位端壁を含む。
【００４４】
図面の簡単な記述
　本発明は、添付の図面に沿って記載する以下の説明を参照することによって、いっそう
深く理解され、その特徴および利点が当業者には明らかになるであろう。
　図１Ａは、吻合リングの斜視図を示す。
　図１Ｂは、図１Ａに示した吻合リングの重なり合う端部の断面図を示す。
　図１Ｃおよび１Ｄは、本発明の代替実施形態に係る、図１Ａに示した吻合リングの断面
図を示す。
　図２Ａは、一定円形断面積を有する吻合リングの斜視図を示す。
　図２Ｂは、図２Ａに示した吻合リングの断面図を示す。
　図３Ａは、一定楕円形断面積を有する吻合リングの斜視図を示す。
　図３Ｂは、図３Ａに示した吻合リングの断面図を示す。
　図４Ａは、本発明の好適な実施形態に係る、クリンプ支持要素とクリンプ係合した吻合
リングの斜視図を示す。
　図４Ｂは、図４Ａに示した吻合リングおよびクリンプ支持要素の断面図を示す。
　図５は、図４Ａおよび４Ｂに示した重積器官部分およびクリンプ支持要素とクリンプ係
合した吻合リングの断面図を示す。
　図６は、本発明の代替実施形態に係る、クリンプ支持要素とクリンプ係合した吻合リン
グの切欠き図を示す。
　図７は、本発明の代替実施形態に係る、クリンプ支持要素解除機構の断面図を示す。
　図８Ａは、代替的吻合リングの斜視図を示す。
　図８Ｂは、円筒形クリンプ支持要素とクリンプ係合した、図８Ａに示した吻合リングを
示す。
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　図９は、外部クリンプ支持要素とクリンプ係合した膨張可能な吻合リングの部分断面図
を示す。
　図１０は、本発明の代替実施形態に係る膨張可能な螺旋状クリンプ支持要素とクリンプ
係合した膨張可能な吻合リングの斜視図を示す。
　図１１は、図１０に示した膨張可能な吻合リングおよび膨張可能な螺旋状クリンプ支持
要素の断面図を示す。
　図１２は、図１１に示した略方形断面のワイヤから形成された膨張可能な吻合リングお
よび膨張可能な螺旋状クリンプ支持要素の断面図を示す。
　図１３は、本発明の別の実施形態に係る、膨張可能なコイル状扁平断面クリンプ支持要
素とクリンプ係合した膨張可能な吻合リングの斜視図を示す。
　図１４は、図１３に示したコイル状扁平断面クリンプ支持要素とクリンプ係合した膨張
可能な吻合リングの斜視断面図を示す。
　図１５は、本発明の一実施形態に係る重積および吻合のための装置を示す。
　図１６は、腸の重積前にクリンプジョー内に引き込まれた腸の部分断面図を示す。
　図１７は、重積された腸とクリンプ止めのために配置されたクリンプ支持要素の断面図
を示す。
　図１８は、吻合リングとクリンプ支持要素との間でクリンプされた重積状態の腸の断面
図を示す。
　図１９は、本発明の好適な実施形態に係る、重積された腸と切断係合された円筒形切刃
の断面図を示す。
　図２０は、離脱された吻合リングおよび器官壁を接合するクリンプ支持要素の断面図を
示す。
　図２１は、腸管の開通性をもたらす吻合リングおよびクリンプ支持要素を付けた吻合さ
れた腸の断面図を示す。
　図２２は、吻合リングおよびクリンプ支持要素が離脱した後の吻合された腸の断面図を
示す。
　図２３は、図９に示した膨張可能な吻合リングおよび外部クリンプ支持要素を適用する
ための吻合解除機構を示す。
　図２４は、図１１～１５に示した膨張可能な吻合リングおよび膨張可能な螺旋クリンプ
支持要素を適用するための吻合機構を示す。
　図２５は、本発明の代替実施形態に係る吻合前にクランプされた外科的に切除された腸
管部分を示す。
　図２６は、クリンプされた外科的に切除される腸管部分と、それに切断係合する前に配
置された円筒形切刃とを示す。
　図２７は、脱出腸管をクリンプする前に配置されたクリンプ支持要素の断面図を示す。
　図２８は、脱出腸管の吻合と切断係合状態の円筒形切刃を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　下部大腸および胃腸管の他の部分における腫瘍、潰瘍、炎症、および他の外傷の発生率
は極めて高い。腸管の罹病部の切除は、露出した腸管内部からの排泄物により腹腔の汚染
を引き起こす危険性を意味する。また、腸管の一部を切除した後で腸管部分を接合するこ
とにより、接合部の漏れまたは破断の危険性が生じる。
【００４６】
　本発明は、改善された切除手順および改善された接合技術のための装置を提供すること
によって、両方の問題の解決策を提供しようとするものである。腸管の厄介な部分の除去
は、その部分の管内重積によって実行される。次いで、腸管の重積と同時に、管内吻合装
置を使用することによって、接合または吻合が達成される。好適な固定装置は、クリンプ
支持要素と併せて、形状記憶合金から形成された吻合リングを含み、それらは吻合が完了
したときに部位から分離される。加えて、好適な固定装置は、罹病腸部の従来のまたは腹
腔鏡下での切除の後で、吻合を達成するためにも使用することができる。
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【００４７】
　図１Ａ～１Ｄを参照すると本発明の好適な実施形態に従って、図１Ａには、１４で参照
される中央開口、１６および１８で参照される予め定められたワイヤの厚さおよび重なり
合う端部分を有する、閉じた略円形リングとして一本の形状記憶合金ワイヤ１２から構成
された、一般的に１０で参照される吻合リングが示されている。
【００４８】
　図１Ｂには、線１－１（図１Ａ）に沿って切った吻合リング１０の重なり合う端部分１
６および１８の断面図が示されている。端部分１６および１８の各々は、重なり合う部分
１６および１８にワイヤ１２と同様の断面プロファイルを提供するように、それらに形成
された２０で参照される扁平接触面を有する。
【００４９】
　吻合リング１０との接触点で組織壁に掛かる圧力を制御するために、リング１０を形成
するワイヤの断面は、本発明の代替実施形態では、変化させることができる。図１Ｃおよ
び１Ｄには、外科用クリップ１０の線２－２（図１Ａ）に沿って切った、単なる非限定例
である代替的プロファイルの断面図が示されている。図１Ｃには、２２で参照される略円
形断面プロファイルが示される。本発明の代替実施形態に従って、図１Ｄには２４で参照
される楕円形プロファイルが示される。
【００５０】
　形状記憶合金の吻合リング１０は、第一のより低い温度以下に冷却されたときに、可塑
または展延状態になり、第二のより高い温度に達したり超えたときに弾性状態になる。こ
の冷却は、吻合リング１０が第一のより低い温度で展延性構成を維持することを可能にす
る。リング１０の温度が転移温度より高く上昇すると、リング１０は完全に弾性相に戻る
。
【００５１】
　今、図２Ａを参照すると、リングの外周について円形断面積が一定に維持されるように
形成された、一般的に３０で参照される吻合リングの斜視図が示されている。吻合リング
３０の断面図は、図２Ａの線３－３に沿って切ったものが図２Ｂに示されている。この一
定断面は、リング３０が収縮または膨張するときに均等な半径方向の力が働くことを確実
にする。
【００５２】
　今、図３Ａおよび３Ｂを参照すると、本発明の代替実施形態に従って、リングの外周に
ついて楕円形断面積が一定に維持されるように形成された、一般的に４０で参照される吻
合リングの斜視図および線４－４に沿って切った断面図がそれぞれ示されている。これは
、リング４０が収縮または膨張するときに均等な半径方向の力が働くことを確実にする。
さらに、例えば様々な楕円形断面を使用することにより、リング４０によって働く半径方
向の圧力を制御するための手段が得られる。
【００５３】
　今、図４Ａおよび４Ｂを参照すると、本発明の好適な実施形態に従って、一般的に５２
で参照されるクリンプ支持要素とクリンプ係合した状態の、５０で参照される収縮可能な
吻合リングの斜視図および断面図がそれぞれ示されている。図４Ｂに示した断面図は、図
４Ａの線５－５に沿って切ったものである。クリンプ支持要素５２は、５４で参照される
短い円筒形部分、５６で参照される近位突耳、および５８で参照される遠位突耳を含む（
図９に関連して後述する）。吻合リング５０は、図示するように、クリンプ支持要素５２
に当てて器官部分（図示せず）とクリンプ係合状態の配置で収縮されるので、近位および
遠位突耳５６および５８それぞれにより、リング５０が円筒形部分５４上の配置を維持す
ることが確実になる。クリンプ支持要素５２は、その中に通路を設けるために、６０で参
照される開口を有する。
【００５４】
　今、図５を参照すると、本発明の好適な実施形態に従って、隣接する壁部分６２および
６４の間に吻合をもたらすように、６２および６４で参照される器官壁部分およびクリン
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プ支持要素５２とクリンプ係合した吻合リング５０の断面図が示されている。器官部分６
２を部分６４にクリンプすることにより（図１６～２２に関連して後述する通り）、結果
的にそれらの吻合が得られる。クリンプ支持要素５２の開口６０（図４に図示）は、吻合
された器官部分６２および６４に即座の開通性を提供する。
【００５５】
　また、図６を参照すると、本発明の代替実施形態に従って、一般的に６８で参照される
クリンプ支持要素に当てて器官部分（図示せず）とクリンプ係合された収縮可能な吻合リ
ング５０（図１Ａ～３Ｂに関連して上述した通り）の切欠き図が示されている。吻合リン
グ５０は、隣接する重積された器官壁部分（図示せず；図１６～２２に関連して後述する
通り）をクリンプ支持要素６８に当ててクリンプしてその吻合をもたらすために使用され
る。さらに図６を参照すると、クリンプ支持要素６８は、７２で参照される略円筒形の外
向きの表面を画定する、７０で参照される側壁を有する。クリンプ支持要素６８はさらに
、側壁７２に対し略直角に配設された、それぞれ７４および７６で参照される近位端およ
び遠位端壁を有する。隣接する器官壁を吻合リング５０でクリンプすることによって吻合
が達成された後（図１６～２２に関連して後述する通り）、そこに流れ連通を提供するた
めに、７８で参照される略軸方向アパーチャがクリンプ支持要素６８に形成される。軸方
向アパーチャ７８はまた、クリンプ支持要素６８の８０で参照される内壁面をも画定する
。内壁面８０には、８２で参照されるバヨネット係合凹部およびバヨネット固締凹部８４
が形成される。さらに、８６で参照される保持凹部が近位端壁７４に形成される。外向き
の表面７２には、収縮可能な吻合リング５０をその中に正確に配置して保持することを確
実にするために、８８で参照される周方向凹部が形成される。
【００５６】
　今、図７を参照すると、本発明の代替実施形態に従って、１０４で参照されるクリンプ
支持要素を一般的に１０６で参照されるアプリケータ部材に保持するために形成された、
一般的に１０２で参照される解除機構を有する、本発明の一実施形態に係る重積および吻
合のための、一般的に１００で参照される装置の外観図が示されている。クリンプ支持要
素１０４は、１１０で参照されるばねによって保持モードに維持される、１１２で参照さ
れる保持ピンによって所定の位置に保持される。さらに、アプリケータ部材１０６からク
リンプ支持要素１０４を解除するために、吻合リング５０は器官部分６２および６４なら
びにクリンプ支持要素１０４とクリンプ係合される。その結果、吻合リング５０は１０８
で参照される解除ピンを押し下げ、それが今度は保持ピン１１２を押し下げ、それによっ
てアプリケータ部材１０６からクリンプ支持要素１０４が解除される。
【００５７】
　今、図８Ａおよび８Ｂを参照すると、三次元の閉じた波形を有し、一般的に１２０で参
照される代替的吻合リングの斜視図が示されている。図８Ｂでは、吻合リング１２０は、
１２２で参照される略円筒形クリンプ支持要素に当てて器官部分（図示せず）とクリンプ
係合された状態で示される。例えば三次元の閉じた波形を有する吻合リングを利用すると
、特に単一コイルリングが器官部分の壁に過度の圧力を加えることによってそれに損傷を
招くおそれがある場合に、リング１２０とクリンプ支持要素１２２との間の吻合器官部分
に加えられる圧力を制御し、かつ具体的には分散させるため、およびクリンプ力をより大
きい表面積に対してもたらすための手段が得られる。
【００５８】
　上述した本発明の実施形態に関しては、吻合リングとクリンプ支持要素との間の関係は
、吻合器官壁内にクリンプ支持要素を有し、収縮可能な吻合リングを器官壁の外側に持つ
ことに関係する。吻合リングは、クリンプ支持要素の外面に当てて器官壁と収縮クリンプ
係合状態になる。本発明の追加の実施形態では、膨張可能な吻合リングは、吻合される器
官内に配置され、外部のクリンプ支持要素の内面とクリンプ係合状態になる。
【００５９】
　今、図９を参照すると、４５４で参照される略円筒形の外部クリンプ支持要素に当てて
器官（図示せず）とクリンプ係合状態にある、４５２で参照される吻合リングを含む、一
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般的に４５０で参照される吻合装置の代替的構成が示されている。外部クリンプ支持要素
４５４は、吻合リング４５２がその中に係合されることを確実にするために、４５８で参
照される内面に形成された、４５６で参照される保持凹部、および４６２で参照される装
着凹部を有する（図２３に関連してさらに後述する通り）。
【００６０】
　装置４６０を膨張可能な管内吻合リング４５２および外部クリンプ支持要素４５４と一
緒に利用する結果（図２３に関連してさらに後述する通り）、内部クリンプ支持部材を使
用した場合に形成されるものと比較して、一般的により大きいアパーチャが吻合の部位の
器官内に形成される。それでもなお、アパーチャは予め選択された壁の厚さおよび外部ク
リンプ支持要素４５４の外径によって制限される。外部クリンプ支持要素４５４は、処理
される器官の内径に従って選択される。必然的に、吻合部位に形成されるアパーチャは元
の器官の直径より小さい。吻合アパーチャをさらに増大するために、本発明のさらなる実
施形態に従って、膨張可能なクリンプ支持要素およびこの膨張可能なクリンプ支持要素を
利用するための装置を、図１０～１４に関連して後述する。膨張可能なクリンプ支持要素
に当てて膨張可能な吻合リングを使用して器官壁をクリンプした後、吻合の部位に形成さ
れたアパーチャは、膨張可能なクリンプ支持要素の膨張サイズに従う。
【００６１】
　今、図１０～１２を参照すると、本発明の代替実施形態に係る、一本の略円形断面の記
憶合金ワイヤから構成された、５０４で参照される膨張可能な螺旋状クリンプ支持要素の
５０２で参照される内面に当てて器官部分（図示せず）とクリンプ係合した、５００で参
照される膨張可能な吻合リングが示されている。図１１には、図１０の線６－６に沿って
切った、膨張可能な吻合リング５００および膨張可能な螺旋状クリンプ支持要素５０４の
断面図が示されている。図１２には、略方形断面の記憶合金ワイヤから形成され、それに
よって５０８で参照される略扁平な内面を形成する、膨張可能な吻合リング５００および
５０６で参照される膨張可能な螺旋状クリンプ支持要素が、図１０の線６－６に沿って切
った略断面図で示されている。
【００６２】
　さらに図１３および１４を参照すると、本発明の一実施形態の変形に従って、５１０で
参照される略単コイル状の膨張可能なクリンプ支持要素に当てて器官部分（図示せず）と
クリンプ係合状態の膨張可能な吻合リング５００が示されている。図１４は、図１３の線
７－７に沿って切った断面図である。膨張可能なクリンプ支持要素５１０は、略円筒形状
構成を有し、かつ５１２で参照される略平滑な内面を有する、記憶合金の略扁平断面スト
リップから形成される。
【００６３】
　膨張可能な管内吻合リング５００および膨張可能な外部クリンプ支持要素５０４、５０
６または５１０の一つと一緒に装置５２０を利用して（図２４に関連して後述する通り）
、吻合の部位の器官内に一般的により大きいアパーチャが形成され、それはワイヤの厚さ
および外部クリンプ支持要素５０４、５０６または５１０の直径によって制限されない。
むしろ、本発明のさらなる実施形態では、吻合アパーチャは、吻合リング５００および膨
張可能なクリンプ支持要素５０４、５０６または５１０の膨張直径に従って形成される。
【００６４】
　収縮可能な吻合リングおよびクリンプ支持要素を利用するための装置（図１Ａ～８Ｂに
関連して述べた通り）を、重積および吻合手順を実行するための方法と共に、以下に開示
する。
【００６５】
　今、図１５を参照すると、本発明の一実施形態に係る、重積および吻合のための、一般
的に１５０で参照される装置の外観図が示されている。装置１５０は、一般的に１５２で
参照される作動部と、一般的に１５４で参照される制御または駆動部とを含む。作動部１
５２は、一般的に１５８で参照される近位端および一般的に１６０で参照される遠位端を
有する、１５６で参照される円筒形外郭を有する。円筒形外郭１５６内には、重積および
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吻合装置（図１６～２２に関連して後述する通り）が配置される。制御または駆動部１５
４は、重積および吻合装置の操作を容易にするために様々な制御要素を含む。制御要素は
、１６４で参照される吻合リングアプリケータレバー、それぞれ近位および遠位クランプ
ジョーレバー１６６および１６８、１７０で参照される切除アプリケータレバー、１７２
で参照されるクリンプ支持アプリケータコントロール、および重積および吻合装置位置決
めコントローラ１７４を含む。重積および吻合を実行するために、使用者（図示せず）は
装置１５０の制御部１５４を把持し、操作部１５２の遠位端１６０を肛門を介して腸管の
ような中空器官内に予め選択された距離挿入する。本発明の代替実施形態に係る装置１５
０には、重積および吻合が行われる器官の内部を観察するために光学装置（図示せず）が
含まれる。
【００６６】
　図１６～２２を参照すると、本発明の一実施形態に従って、一部分が切除される一般的
に４０２で参照される中空器官の重積および吻合のための、一般的に４００で参照される
装置が示されている（図２１および２２には図示せず）（図１５で操作部１５２として概
略的に上述した通り）。装置４００は、その遠位端に形成された４１８で参照される（図
１７）保持リップを有する、４１２で参照される（図２０～２２以外）円筒形の外郭を持
つ。
【００６７】
　外郭４１２内にはそれと同軸的に摺動自在に配置された、４２０で参照される略管状吻
合リングアプリケータ（図１７および図１８）があり、その遠位先端に４２４で参照され
る凹部を有し、それによって４２２で参照される吻合リングをそれに着脱自在に係合する
（図１Ａ～３Ｂおよび８Ａに関連して上述した通り）。リングアプリケータ４２０は、リ
ングアプリケータ４２０の進退移動がもたらされるように、制御装置（図示せず）に不撓
または可撓のいずれかの状態で作動連結される。リングアプリケータ４２０を前進させる
と、膨張した吻合リング４２２を、転移温度未満に予冷され展延または可塑状態であると
きに（図１Ａ～１Ｄに関連して上述した通り）、着脱自在にそこに係合することが容易に
なる。リング４２２は転移温度に達してそれを超えるように暖められ、それによって収縮
可能な弾性状態に戻る。その後、吻合リングアプリケータ４２０を後退させることによっ
て、吻合リング４２２はリングアプリケータの凹部４２４から離脱され、それによって、
リップ４１８と事前に位置合わせされた４１４で参照されるクリンプ支持要素に当てて隣
接器官壁４０２がクリンプされる。
【００６８】
　さらに、中空器官４０２から切除される予め選択された中空器官部分の重積のために、
外郭４１２内に同軸的に配置された、それぞれ４０４および４０６で参照される管内重積
近位および遠位クランプジョーが示されている。クランプジョー４０４および４０６は、
外郭４１２および吻合リングアプリケータ４２０を超えて摺動操作可能であり、かつそれ
らの内部に後退可能である。ジョー４０４および４０６は、罹病器官部分に対して予め選
択された中間位置に配置されるように（後述する通り）、外郭４１２に対して軸線方向に
移動する。罹病器官部分の略中間点をジョー４０４および４０６内に引き込んだ後、予め
選択された器官部分をクランプするために（図１７に関連して後述する通り）、遠位ジョ
ー４０６は近位ジョー４０４に対して後退可能であり、同様に、近位ジョー４０４は遠位
ジョー４０６に対して前進可能である。その後、予め選択された器官部分の重積が、ジョ
ー４０４および４０６を同時に外郭４１２内に後退させることによってもたらされる（図
１７に関連して後述する通り）。
【００６９】
　また、図１７～２０には、一般的に４２５で参照されるクリンプ支持アプリケータ部材
も示されている。クリンプ支持アプリケータ部材４２５は、４２８で参照される管状支持
軸（図１８および図２０）を含むように構成される。クリンプ支持要素４１４（図４Ａ～
８Ｂに関連して上述した通り）はクリンプ支持アプリケータ部材４２５に着脱自在に固定
される。クリンプ支持アプリケータ部材４２５は、その前進または後退を容易にするため
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にクリンプ支持アプリケータ部材４２５に直接または間接的に作動連結される駆動手段（
図示せず）を有する。
【００７０】
　本発明の代替実施形態では、クリンプ支持要素４１４は代替構成のクリンプ支持アプリ
ケータ部材に、その遠位端に形成されたバヨネット固定機構（図示せず）によって、着脱
自在に固定される。図６に示す通り、クリンプ支持アプリケータ部材４２５のバヨネット
固定機構（図示せず）は、バヨネット係合凹部８２と係合され、管状支持軸４２８内で内
部同軸シャフト（図示せず）を回転することによって、クリンプ支持要素６８のバヨネッ
ト固締凹部８４に固締される。クリンプ支持アプリケータ部材４２５を作動させるための
駆動手段（図示せず）は、クリンプ支持アプリケータ部材４２５に直接または間接的に作
動結合される。
【００７１】
　吻合リング４２２をクリンプ支持要素４１４に当てて器官壁４０２をクリンプするため
に、管内吻合クリンプ支持要素４１４はリップ４１８と位置合わせされる。その後、吻合
リング４２２（図１Ａ～３Ｂに関連して上述した通り）は、吻合リングアプリケ―タ凹部
４２４から離脱し、それによって中空器官４０２の隣接重積壁部分がクリンプ支持要素４
１４に当ててクリンプされる（図１７～１８に関連して後述する通り）。
【００７２】
　図１９にはさらに、クリンプ支持アプリケータ部材４２５と連動する、４２６で参照さ
れる円筒形切刃が示されている。管内重積し、器官壁４０２の隣接部分をクリンプ支持要
素４１４に当てて吻合リング４２２でクリンプした後、罹病器官部分を切除するために円
筒形切刃４２６は選択的に作動可能である。円筒形切刃４２６は、クリンプ支持アプリケ
ータ部材４２５に向かって、それと作動係合状態に達するまで遠位方向に前進する。
【００７３】
　今、図１６～２２を参照すると、重積および吻合手順を実行して中空器官の罹病部分を
切除するための方法は以下の通りである。図１６には、重積および吻合のための装置４０
０の断面図が示されている。装置４００は、近位および遠位クランプジョー４０４および
４０６それぞれが、中空器官部分４０２から切除される一般的に４０８で参照される器官
部分の略中間に位置合わせされるように、中空器官４０２内に配置される。腹腔鏡手術ま
たは開放性手術のいずれかを利用して、切除される器官部分４０８の略中間部は、４１０
で参照される外部繋ぎ材によってクランプジョー４０４および４０６内に引き込まれる。
ジョー４０４および４０６は、引き込まれた器官部分４０８とクランプ係合する。
【００７４】
　その後、図１７に示すように、ジョー４０４および４０６は、クランプ係合を維持しな
がら、外郭４１２内に同時に後退し、器官４０２の器官部分４０８の重積を引き起こす。
加えて、図１７には、４１６で参照される周方向凹部を外郭４１２の遠位リップ４１８と
位置合わせするように、後退したクリンプ支持要素４１４が示されている。
【００７５】
　図１８に示すように、吻合リングアプリケータ４２０は摺動して後退する。その後、吻
合リング４２２はリングアプリケータ凹部４２４から離脱され、クリンプ支持要素４１４
に当てて隣接器官壁４０８をクリンプし、それによって器官４０２の吻合をもたらす。図
１９に示すように、切刃４２６を装置４００の軸線に沿って遠位方向に前進させることに
よって、円筒形切刃４２６は、重積した器官壁部分４０８と切断係合状態になる。さらに
、図２０に示すように、装置４００は器官４０２から引き出され、吻合リング４２２およ
びクリンプ支持要素４１４はクリンプ支持アプリケータ部材４２５から離脱する。
【００７６】
　本発明の代替実施形態では、管状支持軸４２８は回転し、それによって代替構成のクリ
ンプ支持アプリケータ部材４２５の遠位端に形成されたバヨネット固定機構（図示せず）
は、クリンプ支持要素６８のバヨネット固締凹部８４および係合凹部８２から離脱される
（図６に関連して上述した通り）。装置４００を後退させると、クリンプ支持要素４１４
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がクリンプ支持アプリケータ部材４２５から離脱する。
【００７７】
　図２１に示すように、吻合リング４２２は、隣接器官部分をクリンプ支持要素４１４に
当ててクリンプすることによって、器官４０２に即座の開通性を提供し、クリンプ支持要
素４１４の４３４で参照される軸方向アパーチャを通して、器官４０２の４３０および４
３２で参照される部分を流れ連通させる。器官４０２は、周囲の腹腔（図示せず）内への
流れまたは漏れを封止し続ける。
【００７８】
　吻合リング４２２によって器官４０２の壁部分４３０および４３２に加えられる圧力の
結果、４３６および４３８で参照されるそれぞれの壁領域は相互にきつく押圧される。４
４０で参照される壁端部分ならびに領域４３６および４３８への血液の供給が停止し、結
果的に壁領域４３６、４３８および４４０は最終的に壊死する。これらが壊死し始める間
に、そのすぐ外側に隣接する４４２で参照される壁組織部分は吻合し始めるので、器官４
０２の器官壁部分４３０および４３２は接合され、一つの連続した器官として機能するよ
うになる。
【００７９】
　壁領域４３６、４３８および４４０が完全に壊死すると、図２２に示すように、これら
の領域は吻合リング４２２およびクリンプ支持要素４１４と一緒に壁部分４３０および４
３２から分離される。この結果、組織４０２に４４４で参照されるアパーチャが形成され
、正常な器官の流れの制約はほとんどまたは全く生じない。壊死組織部分４３６、４３８
および４４０は吻合リング４２２およびクリンプ支持要素４１４と一緒に、正常な器官活
動によって器官４０２から排出される。
【００８０】
　本発明の追加の実施形態では、膨張可能な吻合リングは吻合される器官内に配置され、
外部クリンプ支持要素と膨張可能なクリンプ係合状態になる（図９に関連して上述した通
り）。
【００８１】
　今、図２３を参照すると、４５２で参照される膨張可能な管内吻合リングを４５４で参
照される外部クリンプ支持要素に当てて器官壁部分（図示せず）とクリンプ係合させるこ
とによって（図９に関連して上述した通り）、中空器官（図示せず）の一部分の吻合をも
たらすための一般的に４７０で参照される吻合装置を含む、一般的に４６０で参照される
重積および吻合装置が示されている。クリンプ支持要素４５４は、４７４で参照されるそ
の取付突起をクリンプ支持要素４５４の４６４で参照される取付凹部内に係合することに
よって、４７２で参照される円筒形外郭に着脱自在に取り付けられる。円筒形外郭４７２
内に同軸的に配置された、一般的に４７６で参照される重積装置が示されており、それは
、ジョー４７８および４８０を器官部分（図示せず）とクランプ係合状態にするために、
それぞれ４８２および４８４で参照される同軸管状クランプ作動部材に作動的に取り付け
られた、それぞれ４７８および４８０で参照される近位および遠位クランプジョーを含む
。さらに、外郭４７２内に同軸的に配置された、一般的に４８６で参照される吻合リング
取付部材を含む吻合装置４７０があり、それは、４９２で参照される同軸状の摺動動作可
能な管状取付軸によって軸方向に作動可能な、それぞれ４８８および４９０で参照される
近位および遠位吻合リングホルダを含む。
【００８２】
　図示するようにホルダ４８８および４９０の間に膨張可能な吻合リング４５２を配置す
るために、吻合リング４５２は転移温度以下に冷却されて膨張可能に展延性になる。吻合
リング４５２はホルダ４８８および４９０の間の取付部材４８６に展延的に配置される。
吻合リング４５２の温度が転移温度以上に上昇したときに、膨張可能な吻合リング４５２
が膨張して取付部材４８６から離れるのを防止するために、吻合リング４５２は、一般的
に４９６で参照される同軸リングアプリケータ部材によって抑制される。吻合リングアプ
リケータ部材４９６は、管状取付軸４９２内に同軸摺動的に配置された、４９８で参照さ



(18) JP 4166785 B2 2008.10.15

10

20

30

40

50

れる作動軸および４９７で参照される略円筒形リング保持壁を有する。吻合リング４５２
が転移温度より暖かくなると、その記憶合金は弾性状態になり、膨張して円筒形保持壁４
９７と係合する。今、装置４７０は使用できる状態である。
【００８３】
　装置４６０を罹病部分の切除を必要とする器官部分に挿入した後、重積装置４７６はそ
の略中間部にクランプされ（図１６～１８に関連して一般的に上述した通り）、その重積
が行われる。重積に続いて、取付部材４８６およびアプリケータ部材４９６がクリンプ支
持要素４５４の凹部４５６と位置合わせされる。取付部材４８６がこの位置に固定された
状態で、アプリケータ部材４９６は遠位端方向に前進し、それによって吻合リング４５２
はそこから解放されて膨張し、器官壁（図示せず）をクリンプ支持要素４５４に当ててク
リンプ係合状態にする。次いで、重積された器官部分の切除が実行される（図１８～２０
に関連して一般的に上述した通り）。その後、吻合された中空器官から装置４６０を引き
出すと、クリンプ支持要素４５４が吻合リング４５２と一緒に、装置４６０の取付け突起
４７４から分離される。
【００８４】
　装置４６０を膨張可能な管内吻合リング４５２および外部クリンプ支持要素４５４と一
緒に利用する結果、吻合部位の器官内に一般的により大きいアパーチャが形成される。そ
れでもなお、アパーチャは外部クリンプ支持要素４５４の壁厚および外径によって制限さ
れる。適切な外部支持要素は、処理される器官の内径に従って選択される。吻合器官のア
パーチャをさらに増大するために、本発明のさらなる実施形態に従って、膨張可能なクリ
ンプ支持要素およびこれを利用するための装置を、以下で図２４に関連して開示する。
【００８５】
　今、図２４を参照すると、膨張可能な外部クリンプ支持要素５０４に当てて５００で参
照される膨張可能な管内吻合リングを重積器官壁部分（図示ぜず）とクリンプ係合させる
ことによって、中空器官（図示ぜず）の一部分の吻合をもたらすための一般的に５３０で
参照される吻合装置を含む、一般的に５２０で参照される重積および吻合装置が示されて
いる。
【００８６】
　クリンプ支持要素５０４は転移温度未満に冷却されて、その記憶合金が展延性になり、
それによって、５３２で参照される外郭の５３６で参照される遠位端に形成された５３４
で参照される保持コレット内に挿入するために、クリンプ支持要素５０４を圧縮すること
ができる。
【００８７】
　円筒形外郭５３２内に同軸配置された重積クランプジョーがある（図示せず；図２３に
関連して一般的に述べる）。さらに、５４８で参照される同軸摺動的に作動する管状取付
軸によって、軸線方向に作動可能なそれぞれ５４５および５４６で参照される近位および
遠位吻合リングホルダを含む、一般的に５４２で参照される吻合リング取付部材を含む、
吻合装置５３０が外郭５３２内に同軸配置されている。
【００８８】
　図示するように膨張可能な吻合リング５００をホルダ５４４および５４６間に配置する
ために、吻合リング５００は転移温度以下に冷却されて膨張可能な展延性になる。吻合リ
ング５００はホルダ５４４および５４６の間で取付部材５４２に展延的に配置される。吻
合リング５００の温度が転移温度以上に上昇したときに、膨張可能な吻合リング５００が
膨張して取付部材５４２から離れるのを防止するために、吻合リング５００は、一般的に
５５０で参照される同軸吻合リングアプリケータ部材によって抑制される。吻合リングア
プリケータ部材５５０は、管状取付軸５４８内に同軸摺動的に配置された、５５２で参照
されるアプリケータ作動軸を有する。アプリケータ部材５５０はさらに、５５４で参照さ
れる略円筒形吻合リング保持壁を有する。取付部材５４２内に配置された吻合リング５５
０が転移温度より暖かくなると、その記憶合金は弾性状態になり、膨張して円筒形保持壁
５５４と係合する。今、装置４７０は使用できる状態である。



(19) JP 4166785 B2 2008.10.15

10

20

30

40

50

【００８９】
　装置５２０を罹病部分の切除を必要とする器官（図示せず）内に挿入した後、重積装置
（図示せず）は罹病した器官部分の重積をもたらす（図１６～２０に関連して一般的に上
述した通り）。重積に続いて、取付部材５４２およびアプリケータ部材５５０がクリンプ
支持要素５０４と略中心を位置合わせされる。取付部材５４２がこの位置に固定された状
態で、アプリケータ部材５５０は遠位端方向に前進し、それによって吻合リング５５０は
そこから解放されて膨張し、器官壁（図示せず）をクリンプ支持要素５０４に当ててクリ
ンプ係合状態にする。重積された器官部分の切除が実行される（図１９に関連して一般的
に上述した通り）。その後、５５６で参照される離脱部材が遠位方向に前進し、クリンプ
支持要素５０４が吻合リング５００と一緒に押し付けられ、それによってコレット５３４
が５３８で参照される凹部で外方に屈撓される。コレット５３４は、その外面に凹部５３
８が形成される結果、外方に屈撓可能になる。それによってクリンプ支持要素５０４は吻
合リング５００と一緒に装置５２０から分離され、クリンプ支持要素５０４および吻合リ
ング５００は同時に予め選択されたサイズまでさらに膨張する。
【００９０】
　装置５２０を膨張可能な管内吻合リング５００および膨張可能な外部クリンプ支持要素
５０４と一緒に利用する結果、吻合部位の器官内に一般的により大きいアパーチャが形成
される。アパーチャのサイズは、膨張しない外部クリンプ支持要素５０４のワイヤ厚さお
よび外径によって制限されない。むしろ、本発明のさらなる実施形態では、吻合アパーチ
ャは、吻合リング５００および膨張可能なクリンプ支持要素５０４の膨張した直径に従っ
て形成される。
【００９１】
　特定の状況下で、外科医は、罹病または問題のある腸管の一部分を切除するために、従
来の開放性外科的切除手順を実行することを決断することがある。腸管部分を接合する従
来の方法は、ステープルまたは縫合糸を利用する。しかし、本発明の代替実施形態では、
吻合リングおよびクリンプ支持要素を使用して吻合が達成され、それによって漏れの危険
性が著しく低減され、ステープルまたは縫合糸が吻合された腸管に残らない。今、図２５
を参照すると、６０４で参照される器官部分に挿入され、６０２および６０４で参照され
る外科的に切除された腸管部分をクランプする、一般的に６００で参照される変形重積お
よび吻合装置が示されている。重積および吻合装置（図１６～２１に関連して上述した通
り）は、外科的に切除された器官部分６０２をそれらの間にクランプし易くするために、
６０６で参照される追加クランプジョーが６０８で参照される横方向クリンプ支持アプリ
ケータに直近して配置される限りにおいて、変形されている。器官部分６０４は６１０お
よび６１２で参照されるジョーの間にクランプされる。
【００９２】
　今、図２６を参照すると、クランプされた器官部分６０２および６０４は、クランプジ
ョー６１０および６１２を器官部分６０４とクランプ係合した状態で、６１４で参照され
る外郭内に同時に後退させ、その後、横方向クリンプ支持アプリケータ６０８およびクラ
ンプジョー６０６を器官部分６０２とクランプ係合状態で同時に後退させることによって
、部分的に重積される。クランプの両対６０６と６０８および６１０と６１２（クランプ
支持アプリケータ６０８の下面は、クランプ６０６とクランプ係合した状態でクランプ面
を提供する）をさらに後退させて、６１６で参照されるクリンプ支持要素を外郭６１４の
６１８で参照されるリップと位置合わせさせる。次いで、６２０で参照される吻合リング
アプリケータが後退して、６２２で参照される吻合リングが６２４で参照される凹部から
解除され、それによって器官部分６０２および６０４がクリンプ支持要素６１６に対して
クリンプされる。６２６で参照される円筒形切刃は遠位方向に前進し、横方向クリンプ支
持アプリケータ６０８に当てて、クリンプされた器官部分６０２および６０４と切断係合
し、６２８および６３０で参照されるクランプされた部分をそこから切除する。その後、
クリンプ支持要素６１６および吻合リング６２２は、一般的に６３２で参照されるクリン
プ支持アプリケータから離脱し（図１９～２２に関連して上述した通り）、吻合された器
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官部分６０２および６０４に開通性を提供する。
【００９３】
　今、図２７および２８を参照すると、器官６５２の吻合をもたらした後、６５４で参照
される脱出部分を切除するために、一般的に６５２で参照される脱出腸管に挿入された、
一般的に６５０で参照される管内および吻合装置が示されている。図２７には、６７０で
参照されるクリンプ支持アプリケータに支持され、６６０で参照される外郭内で近位方向
に後退し、脱出腸管部分６５４をクリンプ支持要素６５６に当ててクリンプする準備とし
てクリンプ支持要素６５６の６６６で参照される凹所と位置合わせするように近位方向に
後退した、６５６で参照されるクリンプ支持要素が示されている。６６２で参照される吻
合リングアプリケータの後退は、６６４で参照される吻合リングを凹部６６６から離脱さ
せ、図２８に示すように脱出器官部分６５４をクリンプさせる。その後、６６８で参照さ
れる円筒形切刃が、６７２で参照されるクリンプ支持アプリケータと切断係合され、それ
によって脱出器官部分６５４が切除される。クリンプ支持要素６５６および吻合リング６
６４はクリンプ支持アプリケータ６７２から離脱され（図１９～２２に関連して上述した
通り）、吻合された器官６５２に開通性を提供する。
【００９４】
　さらに、上述した外科手順で使用される吻合リングおよびクリンプ支持要素のサイズお
よび厚さと処理される器官のサイズおよび形状との間に直接的な関係があることを、当業
者は理解するであろう。特定のサイズの吻合リングおよびクリンプ支持要素は、重積およ
び吻合を受ける中空器官に応じて適切に、必要なサイズまたは状況のアパーチャを達成す
るように選択される。上部腸管用にはより小さいサイズが適しており、下部腸管用にはよ
り大きいサイズが適していることは明瞭である。
【００９５】
　さらに、本発明の実施形態に係る上述した吻合リングのような、形状記憶合金を使用す
る装置は、二つの異なる型の一つとして記述できることを当業者は理解するであろう。第
一型の装置は、それが室温未満に冷却されたときに容易に変形可能な展延状態になる、「
コールド」型と呼ばれる形状記憶合金を使用する。この第一の装置は、室温で完全または
部分的にオーステナイト状態を達成し、室温と体温との間の少なくともその上部相転移温
度まで加熱されたときに、完全オーステナイト状態を達成する。第二型の装置では、形状
記憶合金は「ホット」型と呼ばれ、室温で容易に変形可能な展延状態であるが、装置は変
形されて使用され、室温より上に加熱されたときに、形状記憶合金は完全にオーステナイ
ト状態を達成する。形状記憶合金が容易に変形可能であるより高い温度範囲が、二種類の
装置の相違を画定する。したがって、第二のホット型の記憶合金を含む装置を利用すると
、室温未満に冷却する必要なく、より広い適用の自由が得られる。上述した本発明は、第
一のコールド型の装置に関係し、室温未満に冷却する必要がある。
【００９６】
　変態温度がより高い「ホット」型について検討すると、クリップは室温でマルテンサイ
トであり、約４２～４５℃に加熱されて、オーステナイト状態になる。温度が３７℃つま
り体温まで低下すると、マルテンサイト変態が完全ではなく、クリップが転移状態に残り
、機械的性質が劣る。
【００９７】
　合金のいわゆる変態温度は実際には変態のプロセスであることを理解する必要がある。
マルテンサイトからオーステナイト状態への転移は温度Ａｓで開始され、状態が完全にオ
ーステナイトになる温度Ａｆで終了する。温度を低下することによってオーステナイトか
らマルテンサイトに変態するときに、合金は温度Ｍｓでマルテンサイトになり始め、温度
Ｍｆで完全なマルテンサイト状態に達する。
【００９８】
　本発明の実施形態で一般的に好適なコールド型では、Ａｆは体温より低く、一般的に約
２５℃である。ホット型では、Ｍｆは体温より低いので、合金は体温で完全なマルテンサ
イトにならない。



(21) JP 4166785 B2 2008.10.15

10

20

30

40

50

【００９９】
　本発明が図面および上述した説明によって限定されないことを当業者は理解するであろ
う。むしろ本発明は請求の範囲の記載によってのみ規定される。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】図１Ａは、吻合リングの斜視図を示す。図１Ｂは、図１Ａに示した吻合リングの
重なり合う端部の断面図を示す。図１Ｃおよび１Ｄは、本発明の代替実施形態に係る、図
１Ａに示した吻合リングの断面図を示す。
【図２】図２Ａは、一定円形断面積を有する吻合リングの斜視図を示す。図２Ｂは、図２
Ａに示した吻合リングの断面図を示す。
【図３】図３Ａは、一定楕円形断面積を有する吻合リングの斜視図を示す。図３Ｂは、図
３Ａに示した吻合リングの断面図を示す。
【図４】図４Ａは、本発明の好適な実施形態に係る、クリンプ支持要素とクリンプ係合し
た吻合リングの斜視図を示す。図４Ｂは、図４Ａに示した吻合リングおよびクリンプ支持
要素の断面図を示す。
【図５】図４Ａおよび４Ｂに示した重積器官部分およびクリンプ支持要素とクリンプ係合
した吻合リングの断面図を示す。
【図６】本発明の代替実施形態に係る、クリンプ支持要素とクリンプ係合した吻合リング
の切欠き図を示す。
【図７】本発明の代替実施形態に係る、クリンプ支持要素解除機構の断面図を示す。
【図８】図８Ａは、代替的吻合リングの斜視図を示す。図８Ｂは、円筒形クリンプ支持要
素とクリンプ係合した、図８Ａに示した吻合リングを示す。
【図９】外部クリンプ支持要素とクリンプ係合した膨張可能な吻合リングの部分断面図を
示す。
【図１０】本発明の代替実施形態に係る膨張可能な螺旋状クリンプ支持要素とクリンプ係
合した膨張可能な吻合リングの斜視図を示す。
【図１１】図１０に示した膨張可能な吻合リングおよび膨張可能な螺旋状クリンプ支持要
素の断面図を示す。
【図１２】図１１に示した略方形断面のワイヤから形成された膨張可能な吻合リングおよ
び膨張可能な螺旋状クリンプ支持要素の断面図を示す。
【図１３】本発明の別の実施形態に係る、膨張可能なコイル状扁平断面クリンプ支持要素
とクリンプ係合した膨張可能な吻合リングの斜視図を示す。
【図１４】図１３に示したコイル状扁平断面クリンプ支持要素とクリンプ係合した膨張可
能な吻合リングの斜視断面図を示す。
【図１５】本発明の一実施形態に係る重積および吻合のための装置を示す。
【図１６】腸の重積前にクリンプジョー内に引き込まれた腸の部分断面図を示す。
【図１７】重積された腸とクリンプ止めのために配置されたクリンプ支持要素の断面図を
示す。
【図１８】吻合リングとクリンプ支持要素との間でクリンプされた重積状態の腸の断面図
を示す。
【図１９】本発明の好適な実施形態に係る、重積された腸と切断係合された円筒形切刃の
断面図を示す。
【図２０】離脱された吻合リングおよび器官壁を接合するクリンプ支持要素の断面図を示
す。
【図２１】腸管の開通性をもたらす吻合リングおよびクリンプ支持要素を付けた吻合され
た腸の断面図を示す。
【図２２】吻合リングおよびクリンプ支持要素が離脱した後の吻合された腸の断面図を示
す。
【図２３】図９に示した膨張可能な吻合リングおよび外部クリンプ支持要素を適用するた
めの吻合解除機構を示す。
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【図２４】図１１～１５に示した膨張可能な吻合リングおよび膨張可能な螺旋クリンプ支
持要素を適用するための吻合機構を示す。
【図２５】本発明の代替実施形態に係る吻合前にクランプされた外科的に切除された腸管
部分を示す。
【図２６】クリンプされた外科的に切除される腸管部分と、それに切断係合する前に配置
された円筒形切刃とを示す。
【図２７】脱出腸管をクリンプする前に配置されたクリンプ支持要素の断面図を示す。
【図２８】脱出腸管の吻合と切断係合状態の円筒形切刃を示す。
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